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連 結 注 記 表 
 

[連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等] 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数  ２社 

      連結子会社の名称  

株式会社ＴＢＭ 

      ＴＫサービス株式会社 

 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数  １社 

     関連会社の名称 

山東三盛鈦工業有限公司 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

    すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

 

４．会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

   ①有価証券 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法 

 

②棚卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資産 

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物        ３～47 年 

機械装置      ４～12 年 

 

②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

 

(3) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

②賞与引当金 

従業員の臨時給与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。 
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(5) 重要な収益及び費用の計上基準 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日）及び「収益認識に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年３月 26 日）を適用して

おります。当社及び連結子会社は、主に酸化チタン及び酸化鉄関連製品の製造及び販売を行

っており、約束した財又はサービスの支配を顧客に引き渡した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会

計基準の適用指針」第 98 項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売に

おいて、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間

である場合には、出荷時に収益を認識しております。 

  

(6) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

①退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。 

 

数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。 

 

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法 

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産

の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。 

 

②消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及

び地方消費税については、当期の費用として処理しております。 

 

 

[会計方針の変更] 

収益認識に関する会計基準等の適用 
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計
基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客
に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識するこ
とといたしました。 

  なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第 98 項に定める代替的な取扱いを適用し、商品
又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。 

  収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、当連結会
計年度の損益に与える影響もありません。 

 
時価の算定に関する会計基準等の適用 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計
基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商
品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44-２項に定める経過的な取
扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
いたしました。これによる当連結会計年度に係る連結計算書類に与える影響はありません。 
また、[金融商品に関する注記]において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等
の注記を行うことといたしました。 
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[会計上の見積りに関する注記] 

１．棚卸資産の評価 

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額    4,082 百万円 

 

(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報 
    当社グループは、棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定しており、期末における正味売却価額が取得原価よりも下回っている場合には、当該
正味売却価額をもって連結貸借対照表価額としております。当社グループが取り扱う棚卸資
産は、長期にわたって品質面での影響を受けないことから、長期間の保管が可能となり、直
近での正味売却価額を把握することが困難な場合があります。このように、期末における正
味売却価額の見積りには困難が伴う場合があり、経営者による判断が翌連結会計年度の連結
計算書類に重要な影響を与える可能性があります。 

 
 
２．繰延税金資産の回収可能性 

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額     50 百万円 
  
(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報 
    当社グループは、繰延税金資産の回収可能性については、企業の分類の妥当性、将来の一時

差異等加減算前課税所得の十分性、税務上の繰越欠損金の控除見込年度及び控除見込額のス
ケジューリング等に依存し、これらは経営者の重要な見積りの要素を伴います。このうち、
収益力に基づく将来の課税所得は、主に会社の利益計画を基礎として見積られますが、当該
利益計画に含まれる将来の売上高の予測や、新型コロナウイルス感染拡大による影響などに
は不確実性を伴い、これに関する経営者による判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を
及ぼします。したがって、将来の課税所得の見積りの基礎となる利益計画は、経営者の主観
的な判断に大きく影響を受けること及び新型コロナウイルス感染拡大による影響に伴い不確
実性が高くなっていることから、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能
性があります。 

 
 

[連結貸借対照表に関する注記] 

１．担保資産及び担保付債務 

    担保資産 

               建物及び構築物          1,606 百万円 

                              機械装置及び運搬具     2,288 百万円 

                              土      地               5 百万円 

               そ  の  他              6 百万円 

                                    計                 3,907 百万円 

    担保付債務  

               短 期 借 入 金      1,850 百万円 

               １年内返済予定の長期借入金         340 百万円 

                              長 期 借 入 金           1,830 百万円 

                                    計                 4,021 百万円 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額             30,876 百万円 

 

３．電子記録債権割引高                  826 百万円 

 

４．財務制限条項 
   2021 年４月 30 日付で、当社は、設備資金に充当するため、株式会社山口銀行、株式会社三菱Ｕ

ＦＪ銀行他４金融機関とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく借入
実行残高は 3,000 百万円であります。 

   なお、本契約には以下のとおり財務制限条項が付されており、いずれかの条件に抵触した場合、
当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負ってお
ります。 
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期
の直前の決算期の末日又は 2020 年３月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表
における純資産の部の金額のいずれか大きい方の 75％の金額以上にそれぞれ維持する。 
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②各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、２期連続して経常損失を計
上しない。 
初回判定：2023 年３月終了の決算期（初回判定対象：2022 年３月終了の決算期及び 2023 年
３月終了の決算期） 

 

 

[連結株主資本等変動計算書に関する注記] 

１．当連結会計年度末における発行済株式数（自己株式を含む）     3,027,626 株 

２．当連結会計年度末における自己株式数                   56,793 株 

３．剰余金の配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決 議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

1 株当たり 
配当額(円) 基 準 日 効力発生日 

2021 年６月 29 日 

定時株主総会 
普通株式 30 10 2021 年３月 31 日 2021 年６月 30 日 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    2022 年６月 29 日開催予定の第 124 回定時株主総会において､次のとおり付議いたします。 

      普通株式の配当に関する事項 

・配当金の総額     53 百万円 

・配当の原資      利益剰余金 
・１株当たりの配当金  18 円 
・基準日        2022 年３月 31 日 

・効力発生日      2022 年６月 30 日 

 

 

[金融商品に関する注記] 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

     当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しており

ます。一時的な余資は預金等で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達して

おります。投機的な取引は行わない方針であります。なお、デリバティブは実需の範囲で行

うこととしております。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

     営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。これらは、与信管理を推進することでリスク低減を図っております。また、投資有価証

券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。 

     営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期

日であります。借入金は、運転資金（主として短期）及び設備資金（長期）に係る資金調達

を目的としたものであり、償還日は最長でも決算日後10年未満であります。金利については、

変動リスクに晒されていますが、短期間で市場金利を反映させる方法によっております。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

       当社グループは、営業債権及び貸付金について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリン

グし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸

念の早期把握や軽減を図っております。 

       デリバティブ取引の利用にあたっては、信用度の高い国内銀行とのみ取引を行っております。 

       当連結会計年度の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産

の連結貸借対照表価額により表されています。 

 

②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理 

       当社グループは、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企

業）の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 
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③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

       当社グループは、各部署からの報告に基づき経営企画部が適時に資金繰計画を作成・更新す

るとともに、流動性リスクを管理しております。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

       金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおり

であります。 

           （単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

投資有価証券 (*2) 433 433 － 

資産計 433 433 － 

長期借入金 (*3) 4,771 4,761 △9 

負債計 4,771 4,761 △9 

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期

借入金」は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。 

(*2) 市場価格がない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のと

おりであります。 

                                                                        （単位：百万円） 

区分 当連結会計年度 

非上場株式 20 

関係会社株式 372 

(*3) １年内返済予定の長期借入金（連結貸借対照表計上額506百万円）は、「長期借入金」に含めて表示しております。 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分

類しております。 

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

区分 
時価（百万円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券     

 その他有価証券 

      株式 

 

433 

 

－ 

 

－ 

 

433 

資産計 433 － － 433 
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

区分 
時価（百万円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金（１年内返済予定の

長期借入金を含む） 
－ 4,761 － 4,761 

負債計 － 4,761 － 4,761 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 
投資有価証券 

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１

の時価に分類しております。 
 

長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む） 
これらの時価のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映しているため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規取引を行った

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 
 

 

[収益認識に関する注記] 
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

           （単位：百万円） 

  
報告セグメント 

その他 合計 
酸化チタン関連事業 酸化鉄関連事業 計 

日本 4,659          2,094 6,753 63 6,817 

アジア 444 329 774 － 774 

北米、中南米 309 117 427 －          427 

ヨーロッパ 49 79 129 － 129 

その他 － 1 1 －            1 

顧客との契約から生じる

収益 
5,464 2,622 8,086           63      8,149 

その他の収益 － － － － － 

外部顧客への売上高 5,464 2,622 8,086           63       8,149 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のため

の基本となる重要な事項に関する注記等 ４．会計方針に関する事項(5) 重要な収益及び費用の

計上基準」に記載のとおりであります。 

  

３．当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込ま

れる収益の金額及び時期に関する情報 

(1) 契約残高 

顧客との契約から生じた債権の残高は以下のとおりであります。 

  （単位：百万円）

  当連結会計年度 

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 

 受取手形及び売掛金 

 電子記録債権 

 

1,081 

634 

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 

 受取手形及び売掛金 

 電子記録債権 

 

1,529 

798 
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(2) 残存履行義務に配分した取引価格 

当社グループにおいては、予想契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧

客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。 

 

 

[１株当たり情報に関する注記] 
１株当たり純資産額                            2,132 円 33 銭 

１株当たり当期純利益                                 88 円 14 銭 

 

 

[重要な後発事象に関する注記] 

自己株式の取得 

当社は、2022 年２月 14 日開催の取締役会決議に基づき自己株式を取得しております。決算日後に

取得した自己株式は、以下のとおりであります。 

 

自己株式の取得状況 

(1) 取得した株式の種類   当社普通株式 

(2) 取得した株式の総数   12,700 株 

(3) 取得価額の総額     23,244,400 円 

(4) 取得した期間      2022 年４月１日から 2022 年４月 13 日まで 

(5) 取得方法        東京証券取引所における市場買付 

 

（ご参考） 

 １．2022 年２月 14 日開催の取締役会における決議内容 

(1) 取得する株式の種類   当社普通株式 

(2) 取得する株式の総数   60,000 株（上限） 

              （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.99％） 

(3) 取得価額の総額     100 百万円（上限） 

(4) 取得する期間      2022 年２月 15 日から 2022 年４月 28 日まで 

(5) 取得方法        東京証券取引所における市場買付 

 

２．上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計（2022 年４月 13 日現在） 

(1) 取得した株式の総数      57,000 株 

(2) 取得価額の総額      99,896,600 円 
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個 別 注 記 表 
 

[重要な会計方針に係る事項に関する注記] 
１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法 

 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有する棚卸資産 

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物            ３～47 年 

機械及び装置     ４～12 年 

  

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

 

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

 

４．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の臨時給与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

①退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。 

 

②数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しております。 
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５．重要な収益及び費用の計上基準 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日）及び「収益認識に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年３月 26 日）を適用しており

ます。当社は、主に酸化チタン及び酸化鉄関連製品の製造及び販売を行っており、約束した財

又はサービスの支配を顧客に引き渡した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第 98

項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商

品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収

益を認識しております。 

 

６．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1) 退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結

計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 

 

(2) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及

び地方消費税については、当期の費用として処理しております。 

 

 

[会計方針の変更] 

収益認識に関する会計基準等の適用 
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計
基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移
転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと
いたしました。 

  なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第 98 項に定める代替的な取扱いを適用し、商品
又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。 

  収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、当事
業年度の損益に与える影響もありません。 

 
時価の算定に関する会計基準等の適用 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計
基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に
関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44-２項に定める経過的な取扱い
に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといた
しました。これによる当事業年度に係る計算書類に与える影響はありません。 
 
 

[会計上の見積りに関する注記] 

１．棚卸資産の評価 

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額        3,782 百万円 

 

(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報 

連結注記表[会計上の見積りに関する注記]に同一の内容を記載しておりますので、注記を省

略しております。 

 
２．繰延税金資産の回収可能性               

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額         33 百万円 

 

(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報 

連結注記表[会計上の見積りに関する注記]に同一の内容を記載しておりますので、注記を省

略しております。 
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[貸借対照表に関する注記] 

１．担保資産及び担保付債務 

    担保資産 

               建    物            1,481 百万円 

               構  築  物              125 百万円 

                              機械及び装置           2,288 百万円 

               工具､器具及び備品            6 百万円 

                              土    地                 5 百万円 

                                   計                  3,907 百万円 

    担保付債務 

               短期借入金        1,850 百万円 

               １年内返済予定の長期借入金      340 百万円 

                              長期借入金              1,830 百万円 

                                   計                  4,021 百万円 

 

 ２．有形固定資産の減価償却累計額           28,416 百万円 

 

３．電子記録債権割引高                 826 百万円 

 

４．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く） 

    短期金銭債権                                    250 百万円 

    短期金銭債務                                    12 百万円 

 

５．財務制限条項 

   2021 年４月 30 日付で、当社は、設備資金に充当するため、株式会社山口銀行、株式会社三菱Ｕ
ＦＪ銀行他４金融機関とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく借入実
行残高は 3,000 百万円であります。 

   なお、本契約には以下のとおり財務制限条項が付されており、いずれかの条件に抵触した場合、
当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負ってお
ります。 
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期
の直前の決算期の末日又は 2020 年３月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表
における純資産の部の金額のいずれか大きい方の 75％の金額以上にそれぞれ維持する。 

②各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、２期連続して経常損失を計
上しない。 
初回判定：2023 年３月終了の決算期（初回判定対象：2022 年３月終了の決算期及び 2023 年
３月終了の決算期） 

 

 

[損益計算書に関する注記] 

関係会社に係る取引 

   営業取引高           売  上  高              774 百万円 

仕  入  高             118 百万円 

   営業外取引高         営 業 外 損 益               13 百万円 
 
 

[株主資本等変動計算書に関する注記] 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 普通株式  56,793 株 
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[税効果会計に関する注記] 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

    繰延税金資産 

     賞与引当金超過額                  48 百万円 

     退職給付引当金超過額                           161 百万円 

     減価償却及び減損損失超過額                       6 百万円 

     繰越欠損金                                     100 百万円 

     その他                                         120 百万円 

    繰延税金資産小計                                 436 百万円 

評価性引当額                   △293 百万円 

繰延税金資産合計                                143 百万円 
 

    繰延税金負債 

     その他有価証券評価差額金                       110 百万円 

    繰延税金負債合計                                 110 百万円 
 

    繰延税金資産の純額                                33 百万円 
 
 

[関連当事者との取引に関する注記] 

種類 会社等の 
名  称 

議決権等の所有

(被所有)割合(％) 
関連当事者 
との関係 

取引 
内容 

取引金額 
（百万円） 科目 期末残高 

（百万円） 

子会社 株式会社 TBM 
所有 
直接 51.0 

製品販売及び資金

貸付 
 
管理業務等の受託 
 
役員の兼務 ３名 

 
資金の 
貸 付  
利息の 
受 取  

 
230 

 
0  

関 係 会 社 
短期貸付金  
そ  の  他 
流 動 資 産  

 
230 

 
0  

売 上 774 売  掛  金 221 
（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
   ２．貸付金利については市場金利を勘案し、返済条件については個別に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。 
   ３．価格その他の取引条件は、当事者間の合意に基づいて、適切に決定しております。 
 
 

[収益認識に関する注記] 
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表[収益認識に関する注

記]に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
 
 

[１株当たり情報に関する注記] 

１株当たり純資産額                          2,079 円 81 銭 

１株当たり当期純利益                             78 円 43 銭 
 
 

[重要な後発事象に関する注記] 

連結注記表[重要な後発事象に関する注記]に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略して

おります。

 


